
営繕事業における働き方改革の新たな取組 （令和６年度）

令和６年４月より建設業に時間外労働規制が適用されることを踏まえ、国土交通省の直轄営繕事業において、
令和６年度より新たに下記の取組を実施し、働き方改革をより一層推進する。

全ての工事において「猛暑による作業不能日数」を
考慮して工期を設定する。

工期中に実際に発生した猛暑による作業不能日数
が、当初の工期設定における見込みと著しく乖離す
る場合は、必要に応じて工期及び請負代金額を変
更することを可能とする。

猛暑を考慮した工期設定

週休２日の取組状況に応じて労務費を補正する「週
休２日促進工事」において、「月単位の週休２日」の
確保に向けた取組を推進する。

月単位の週休２日に取り組むことを、発注者が指定
する「発注者指定方式」又は受発注者が協議したう
えで取り組む「受注者希望方式」により発注する。
（いずれの方式も通期の週休２日は必須。）

月単位の週休２日の確保

全ての工事・設計業務等を対象に、現場環境の改
善に向けた取組を実施する。

土日・深夜勤務等を抑制するため、以下に関する取
組を設定するなど、現場環境の改善に努める。
・ 依頼日・時間及び期限
・ 会議・打合せ
・ 業務時間外の連絡（ASP、メール等含め連絡しない 等）

現場環境改善（ウィークリースタンスの取組）

複数書類に共通する項目（工事件名、工期等）につ
いて、一度の入力で各書式に自動で反映される「工
事関係書類データ入力シート」を作成。

同入力シートについて、作成手順やQ&Aを記載した
「手引き」とともに、国土交通省のホームページから
ダウンロードして工事受注者が広く活用可能。

工事関係書類作成の一層の効率化


